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お問い合わせ先等

ご自身で自宅（建物）敷地内の
野生鳥獣を捕獲する場合

森林いのしか対策課
☎224-8470

捕獲許可の申請が必要です。
(案内)狩猟免許を所持しない方がハクビシン等の捕獲許可を申請
する場合について(PDF)を参照してください。
申請方法等は森林いのしか対策課までお問い合わせください。
※市ではワナの貸し出しを行っていません。

駆除事業者等に捕獲を依頼する場合 駆除事業者に直接お問い合わせください。

犬・猫
長野市保健所食品生活衛生課 動物愛護センター
☎262-1212

その他（鳥のヒナ等）

直接手を出さず、そのまま見守ってください。
野生鳥獣に関するよくある問い合わせについて(PDF)を参照して
ください。
鳥のヒナに関するお問い合わせについて(PDF)を参照してくださ
い。

市有施設内 施設管理者

道路
生活環境課 資源再生センター
☎221-5316

自宅敷地内 家庭ごみとして処分

野鳥が大量に死亡している場合
長野県長野地域振興局 林務課
☎234-9521
文化財課
☎224-7013

市有施設内 施設管理者

空き家
建築指導課 空き家対策室
☎224-8901

その他
環境保全温暖化対策課
☎224-8034

野生の鳥獣に関するお問い合わせ先一覧

森林いのしか対策課
☎224-8470

※野生鳥獣について、市では直接捕獲（駆除）を行っていません。

６　住宅内に侵入した野生鳥獣に関すること

７　傷ついた（弱っている）野生鳥獣に関すること

８　死亡した野生鳥獣に関すること（家禽を除く）

お問い合わせの内容

10　環境被害（糞害・騒音等）に関すること

１　野生鳥獣の出没・目撃に関すること

２　野生鳥獣による農業被害対策に関すること

３　野生鳥獣による人身被害に関すること

４　鳥獣捕獲等許可手続きに関すること

５　狩猟・長野市猟友会に関すること

９　天然記念物（カモシカ、モモンガ、オコジョ）の死亡報告に関すること


